
	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 皆さん、おはようございます。出席議員も定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。	 

	 本日の会議は、議事日程第３号によって進めます。

日程第１、一般質問を行います。発言通告のあった方

は、１番	 小関英子	 議員、２番	 星川睦子	 議員、

３番	 塩原未知子	 議員、４番	 石塚ミツ子	 議員、

５番	 青野隆一	 議員、８番	 菅野修一	 議員、14番	 

加藤克彦	 議員、16番	 大類準一	 議員、以上の８名

であります。	 

	 発言の順序は、議長より指名いたします。なお、質

問、答弁を含め、１議員１時間の持ち時間制となりま

すので、質問者に対する当局側の答弁は、質問者の時

間制約もありますので、ご協力お願いいたします。	 

	 まず、３番	 塩原未知子	 議員の発言を許します。

塩原議員。	 

〔３番	 塩原未知子	 議員	 登壇〕	 

◎３番（塩	 原	 未知子	 議員）	 

	 おはようございます。一般質問の冒頭、一言申し上

げます。	 

	 雪融けが遅く、春の農作業で痛ましい事故が多くあ

りました。お亡くなりになった方のご冥福をお祈りい

たします。	 

	 尾花沢では田植え真っ盛りだった５月24、25日、山

形市では東北六魂祭が開催されました。初めて被災地

以外での開催とあって、開催４回目ではありましたが、

関係者も手探りで「起こす」ことからはじめた祭だっ

たそうです。２日間で26万人、まちには人々があふれ

山形のグルメを東北６県のまつりの文化を、花笠踊り

を堪能しました。残念ながら尾花沢市の花笠踊りの参

加はなく、山形市の花笠踊りは東北のまつり、山形の

代表的な祭として観衆に強く認知された２日間でもあ

りました。素晴らしい東北の祭を一堂に見られるチャ

ンスを用意してくださった東北六魂祭の関係者に、ま

た開催地山形市に感謝するとともに、発祥地伝統花笠

踊り継承者の一人として私も少し寂しい思いも感じま

した。	 

	 全国的に人口減少が進行する中、現在尾花沢市の人

口流出に歯止めがかからない状態です。県内でも下か

ら３番目の状態、ある調査の結果では2040年頃には人

口が１万人を切って９千人台になるという、厳しい予

測も出ております。後世に大切な地域の文化をどのよ

うな形で継承していくべきなのか悩む中、東北六魂祭

の笑顔あふれる華やかな山形花笠のパレードを見て、

発祥地伝統花笠踊り、今までどおりには行かない強く

危機感をおぼえたことでした。	 

	 先月から市の無形文化財にも指定されている尾花沢

祭囃子の練習が始まりました。尾花沢地区公民館では

今年、初めて市内全域に祭囃子保存会への参加募集を

呼びかけ、活動拠点を研修棟からサルナートに変更し

て、新たな体制で８月27日の諏訪神社祭、祭行列パレ

ードの演奏披露をめざして練習が開始されたところで

す。少子化がどんどん進む中、ひとりでも多くの市民

に無形文化財の伝承者になっていただきたく、関係者

は対象者を本町地区に限定せず、広く門戸を開放した

今年度は、大変意義深い年であります。祭の伝承の継

承だけに限らず、今後、どのようにして尾花沢市の花

笠まつり、そして文化財継承を図っていくのか、改め

て問われているようです。	 

	 一言が長くなりましたが、先の通告にしたがい、文

化の継承と新庁舎建設に関して、大きくは２つの質問

いたします。	 

	 まず、はじめに、市の文化の継承について質問しま

す。	 

	 尾花沢市環境基本計画に歴史的文化的資源の保全に

ついての記載がありますが、100年先を見据えた文化継

承について加藤市長のビジョンをぜひお聞かせいただ

きたいと思います。	 

	 東北観光博で、銀山温泉エリアのおもてなしが東北

一と評価されるようになり、ようやく震災前の集客を

取り戻したと言われるところです。６月14日から始ま

る山形ＤＣキャンペーン「山形日和」を間近に控え、

大正ロマン漂う銀山温泉の風景を楽しみに見に来られ

る方が増えております。しかし、国指定史跡延沢銀山

遺跡の文化財である山神神社や儀賀市郎左衛門の石像

などが３年続きの豪雪と長年の風雪で著しく傷んでお

り、早急に修復する必要があると考えますが、対策は

どのようになっておりますか。	 

	 また、銀山温泉は県の土砂災害危険警戒地区にも指

定されている場所が一部ありますが、地区の住民はも

ちろん、観光で来られたお客様に対しての対応、万全

な対策が必要であると思います。危険な箇所に関し、

これまでどのような対策がなされてきたかお聞かせ願

います。	 

	 次に、おばなざわ花笠まつりの開催にあたって感じ

ることですが、年々スタッフに占める市職員の割合が

大変多くなっております。まつりの準備はふるさとに

帰省して、準備や企画の段階から交流を図り、市外か

らもまつりを運営する仲間を募ることで、盛り上げる

機運も今まで以上に醸成されるものと考えております。



	 

おばなざわ四大まつり実行委員会の代表である加藤市

長に対して今後の運営体制、事務局体制の方向性につ

いてお聞かせ願いたいと思います。	 

	 また、おばなざわ四大まつり実行委員会設立当初の

趣旨を振り返りながら、さらなる文化継承、交流人口

の拡大、まつり事業に関しまして事務局体制の強化を

図っていくべきと、考えますがいかがですか。これか

ら市民が未来のまつりのあり方を議論するにあたって

ぜひ参考にしたいので、徳良湖まつりとおばなざわ花

笠まつりに関する平成５年度と平成25年度の決算の違

いをお聞かせください。運営体制の違いについても、

関係当局、もし分かりましたらお聞かせいただきたい

んですけれども、よろしくお願いします。	 

	 最後に、例年７月の末に開催されていた花笠ＹＯＳ

ＡＫＯＩまつりは、今年度から開催されないこととな

ったと聞きましたが、その経緯について簡単にお聞か

せ願いたい。	 

	 次の質問に移ります。今市民の関心が一番高いと思

われるのが、新庁舎建設に関してだと思っております。

これに関して２つの質問をします。	 

	 ８月下旬に基本計画案を取りまとめ、平成30年度の

完成を予定している庁舎建設検討委員会の進捗状況と

今後の予定などについてお聞かせください。	 

	 また、国道347号の通年通行や高速道路尾花沢インタ

ーチェンジなど、次々と新しい道路ができております。

また尾花沢警察署の改築や新庁舎建設によって、公共

施設のさまざまな移転があります。本町地区のまちづ

くりを改めて見直す必要があると考えますが、いかが

でしょうか。	 

	 ６月２日の全員協議会で庁舎建設検討委員会の資料

をいただきました。家に帰ってゆっくり拝見しました。

私にとってこの古い庁舎は、今議員としてお世話にな

っているだけでなく、父が33年間お世話になった職場

でもあります。子どもの頃から愛着のある市役所です。

新庁舎はもっと市民に活用してもらえる市役所であっ

て欲しいと思っております。	 	 

	 例えば、バスターミナルの役割もしている市役所の

エントランス部分は、観光で来られた方にも市民にと

っても交流と情報交換の場として活躍できる場所であ

ります。ＰＲスペースなどを設けてもいいのではと思

っています。また、将来人口１万人を割るとの予想さ

れている尾花沢市です。身の丈にあったコンパクトな

庁舎が望まれることは確かです。しかし防災拠点、避

難所として用意される部屋はできるだけ多く、昼はセ

ミナーや会議室として、夜は祭囃子の練習やグループ

活動の拠点のようなコミュニティ機能があっても良い

と思います。また、これからは電力の自由化が始まり

ます。独占されていたエネルギー市場が開放されます。

これから望まれる地域防災拠点としての一番は発電す

る庁舎ではないでしょうか。	 

	 または、昨日は初めて議会棟の１階委員会室にも雪

冷房の爽やかな風が流れました。地域で創られる再生

可能エネルギーを蓄え、送電する機能をもつ、庁舎が

あっていいと思います。どんな形の庁舎であっても、

豪雪に苦しみ私たちのまちの未来に明るい希望の光と

なって欲しいものです。	 

	 何にもまして、なんだか用事がなくても誰もが行き

たくなる市役所。市民にいつまでも愛される市役所。

残業の灯りではなく、市民活動の灯りがたくさん灯る

市役所であって欲しいと思います。今後活発な庁舎建

設の議論、検討がなされ、庁舎建設プランがさらにブ

ラッシュアップされることを期待して壇上からの私の

質問はこれで終わります。必要に応じて議席からの再

質問をお許しください。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 市長。	 

〔市長	 加藤國洋君	 登壇〕	 

◎市長（加	 藤	 國	 洋	 君）	 

	 おはようございます。ただいま、塩原議員からは大

きく２つの項目についてのお尋ねを頂戴いたしました。

順次お答え申し上げます。	 

	 まず、尾花沢市の文化の継承についてのお尋ねでご

ざいます。歴史的文化的資源の保全についてでありま

すが、既存の文化財保全につきましては、老朽化や劣

化対策など、優先順位をつけながら保全、整備を行い、

後世への継承を図ってまいります。また、伝統行事の

継承につきましては、自然に対する畏敬の念、集落ご

とに存在した田畑などに対する感謝、五穀豊穣を祈願

する行事や独自の講などの風習は、生活環境が著しく

変化する中にあって、存在意義の希薄化、さらには伝

統行事そのものが消滅の危機にあると危惧しておりま

す。このような状況の中で、各集落の伝統行事を映像

記録媒体として保存するため、平成23年度に整備した

ところであります。今後はこの成果品の活用を図って

まいりたいと考えております。	 

	 また本市には、松尾芭蕉ゆかりの山刀伐峠や大正時

代の面影を残す銀山温泉など、貴重な歴史的資源が継

承されております。特に銀山温泉につきましては、市

と温泉組合との間で検討を重ねながら、昭和61年に銀

山温泉家並保存条例を制定し、現在に至るまで家並み



	 

の保全に取り組んでおります。このような取り組みを

将来にわたって継続していくことが重要であると考え

ております。	 

	 また、昭和60年12月21日、延沢銀山遺跡として、銀

山廃坑跡、山神神社、延沢城跡が国指定史跡となりま

したが、平成19年度に銀山温泉組合より、山神神社の

屋根の破損が進んでいるとの連絡を受け、急遽、応急

的な処置をした経過がございます。山神神社につきま

しては、平成19年度から平成22年度にかけ、県の文化

財専門員、公益法人文化財建造物保存協議会、文化庁

の指導を仰ぎながら、山神神社修理計画を策定したと

ころであり、修復につきましては、関係者の協力を得

ながら検討してまいりたいと考えてございます。	 

	 また土砂災害警戒区域につきましては、土砂災害防

止法の規定に基づき、がけ崩れ、土石流、地滑りとい

った土砂災害から住民の生命を守るために、被害を受

けるおそれのある場所の地形や地質、土地の利用状況

などを調査し、警戒避難体制の整備や一定の行為の制

限を行うものであり、都道府県知事が市町村長の意見

を聞いた上で、区域を指定するものとされてございま

す。土砂災害のおそれがある区域とされる土砂災害警

戒区域、いわゆるイエローゾーンと言われております

が、その中に建物が破壊され住民に大きな被害が生じ

るおそれがある区域として、土砂災害特別警戒区域い

わゆるレッドゾーンが定められ、建築物の構造規制や

特定の開発行為の許可制などの制限が行われます。	 

	 議員仰せの銀山地区につきましては、平成22年に、

土石流２箇所、地滑り３箇所、急傾斜地５箇所の10箇

所が土砂災害警戒区域に指定されております。そのう

ち７箇所は特別警戒区域に指定されております。その

ために毎年、土砂災害の危険箇所の点検、パトロール

を県や関係機関と合同で実施しており、法面の崩落等

の異常があった際の連絡体制につきましても、地元区

長と確認をしているところであります。	 

	 また、銀山温泉街周辺は急傾斜地が多くあり、冬期

間は雪崩の危険性もあることから、雪崩の危険箇所の

巡視や、雪庇の除去など県と連携を図りながら実施し、

事故の未然防止に努めているところであります。	 

	 次のお尋ねの四大まつりの運営体制、事務局体制に

ついてでありますが、平成17年度までは、徳良湖まつ

り、おばなざわ花笠まつり、まるだし尾花沢ふれあい

まつり、尾花沢雪まつりと、それぞれのまつりのたび

に実行委員会が組織されてきた状況であります。平成

18年度より、まつりの誘客アップと年間を通じた取り

組みを進めるため、現在の四大まつり実行委員会を組

織し、部会制を設置し実施しているところであります。

各部会の構成メンバーにつきましては、市のさまざま

な団体の方々から入っていただき、いろいろなご意見

を頂戴しております。また事務局については、主に観

光物産協会、商工会、商工観光課で担当しております

が、各まつりの運営等につきましては各部会で行って

いただいております。まつり終了後には、まつり部会

ごとに報告会を開催し、ご意見をいただくほか、アン

ケート調査をもとに事業の振り返りを実施しており、

成果や課題等について協議、検討しているところであ

ります。	 

	 特に、おばなざわ花笠まつりにつきましては、従来

から事業の一本化の話があり、業務内容の見直しを図

るため、関係団体と協議しながら、まつり行列と花笠

おどり大パレードの一本化や行列の巡回コース等につ

いて検討を始めたところであります。	 

	 議員仰せの市民が主体となり、企画、準備、運営に

あたることが本来のまつりの姿と考えておりますので、

まつり実行委員会や関係団体との話し合いを行ってま

いります。平成５年度と平成25年度の決算額及び運営

体制については担当課長より答弁いたさせます。	 

	 花笠ＹＯＳＡＫＯＩまつりにつきましては、平成13

年度から毎年開催し、これまでに計13回実施してまい

りました。当初は若い方たちの間で気運が高まってい

たＹＯＳＡＫＯＩ踊りを中心として実施し、若者の交

流を深めるとともに、市民やお盆で帰省された方々に

も楽しんでいただくことを目的として開催されており

ました。その後、ＹＯＳＡＫＯＩを愛する仲間が花笠

音頭、花笠踊りの発祥地尾花沢に集い、花笠ＹＯＳＡ

ＫＯＩまつりを通して、市内外の交流をはじめ、青少

年の健全育成、元気な地域づくりに寄与することを目

的に開催してまいりました。真夏のイベントとして活

況を呈してまいりましたが、参加団体は、平成19年度

の34団体をピークに減少傾向を辿ってまいりました。

また、本市のＹＯＳＡＫＯＩ団体におきましても会員

数が減少し、実行委員会としての負担も増してきたこ

と等も踏まえながら、昨年度の13回目の開催を最後に

幕を閉じさせていただくこととした次第でありますが、

市内外の団体との交流や元気な地域づくりという花笠

ＹＯＳＡＫＯＩまつりの目的は達成されたものと考え

てございます。	 

	 次の大きな質問の２点目でございます。新庁舎建設

についてのお尋ねでございます。	 

	 庁舎建設検討委員会につきましては、自治組織、農

商工観、防災、子育て、雪対策、市議会の各代表者13



	 

名と建築、雪対策のアドバイザーとして２名の大学教

授を加え、今年１月に立ち上げたところであります。	 

	 当委員会では、新庁舎に必要な機能や建設位置、さ

らには庁舎の規模など、９月を目途に新庁舎建設の基

本計画を取りまとめていただくこととしてございます。

当委員会は、現在まで視察を含め３回開催しており、

現庁舎の現状と課題を踏まえながら新庁舎の必要性、

さらには新庁舎のあるべき姿について多くのご意見を

頂戴したところであります。	 

	 新庁舎のあるべき姿につきましては、防災機能、市

民の利便性、業務の効率化、環境への配慮、身の丈に

あった適正な規模の５つのテーマで検討を進めている

ところでございます。特に、防災機能の面では、必要

な機能をすべて新庁舎に盛り込むのではなくて、既存

施設や会議室、ロビーなどのフロアスペースの併用な

ど、庁舎のコンパクト化を図ってはどうかとのご意見

もございました。また、環境への配慮の観点では、有

効な雪対策について、新庁舎の構造や配置など、総合

的な雪対策に取り組まれるよう各委員から要望があっ

たところでありまして、こうした委員会での意見を踏

まえ内容を整理してまいりたいと考えております。	 

	 なお、検討内容や進捗状況につきましては、これま

で同様、随時議会へ報告させていただくとともに、市

民の皆様からも市報や市ホームページを通じてパブリ

ックコメントを実施し、ご意見を頂戴してまいりたい

と考えております。	 

	 今後の予定としましては、今月４回目の検討委員会

を開催し、庁舎の建設場所、規模、概算事業費などに

ついて検討をいただくこととしてございます。この点

につきましては基本計画の中でも重要な項目でござい

ますので、慎重に協議してまいりたいと考えておりま

す。特に、概算事業費につきましては、震災復興や2020

年開催の東京オリンピックを背景として建築資材や労

務単価が高騰しており、建設単価を予測することは困

難ではありますが、近隣自治体の事例なども参考に検

証してまいりたいと考えております。	 

	 また、全体的な事業スケジュールとしましては、こ

れまで議会の皆様にお示ししているとおり、平成27年

度までに設計業務を完了させ、平成28年度から29年度

までの２か年で本体工事を行い、平成30年度の開庁を

目指してまいります。また、外溝及び旧庁舎の解体工

事につきましては平成30年度以降、随時着手してまい

りたいと考えてございます。	 

	 以上私からの答弁とさせていただきますが、詳細に

つきまして担当課長より答弁いたさせます。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 君）	 

	 商工観光課長。	 

◎商工観光課長（加	 賀	 	 	 剛	 君）	 

	 ただ今、議員のほうからお尋ねありました、平成５

年度と平成25年度の徳良湖まつりとおばなざわ花笠ま

つりの決算額と運営体制の関係についてお答え申し上

げます。	 

	 平成５年度につきましては、市の決算額として徳良

湖まつりにつきましては100万円、尾花沢まつり行事に

つきましては400万円の支出となっております。なお、

運営につきましては、実行委員会のほうを組織してお

りますけれども、事務局といたしましては商工観光課

のほうで担当し実施しております。なお、現在の観光

物産協会の組織というものが、今の体制とは違いまし

て、当時は観光の部門と物産の部門に分かれていた状

況でございます。	 

	 平成25年度につきましては、徳良湖まつりは補助金

として120万円、おばなざわ花笠まつりにつきましては、

全体でありますけれども958万円を支出しております。

また、運営体制についてでありますけれども、徳良湖

まつりにつきましては徳良湖まつり部会、おばなざわ

花笠まつりについては、まつり行列部会とパレード部

会に分かれております。そういった形で運営をしてい

るところであります。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 塩原議員。	 

◎３番（塩	 原	 未知子	 議員）	 

	 もう少しだけお聞かせいただきたいところを質問し

ます。	 

	 最初の文化の継承についてですけれども、さまざま

市のほうでの対策ということで、詳しくお聞かせいた

だいて、今まで分からなかったこと、今日市長の答弁

で理解いたしました。いろんな老朽化も含めて、直し

ながら大切に文化財のほうを尾花沢では、やっている

ということをお聞きして、安心しているところなんで

すけれども、先ほど私のほうで銀山温泉の散策道の中

にあった儀賀市郎左衛門の石像、鼻の部分が昨年見た

ときと今年とどう違うかというと、そこまでは分から

ないですけども、大分欠けておりまして、このまま放

っておくと、本当に顔の形も分からなくなるようです

し、何とか、原型どんなものだったんだろうねって分

かるぐらいの資料がないだろうかねっていうことを、

昨年一緒に見に行った方と話したところです。そのあ

たり、その部分というか、例えば報告がいっていて調

べてあるとかということはございますか。	 



	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 社会教育課長。	 

◎社会教育課長（五十嵐	 与志一	 君）	 

	 お答えいたします。議員お尋ねの儀賀市郎左衛門の

石像に関しましては、以前から地元の方からお話を伺

っておりましたし、現地も確認はしております。やは

り、元となった写真とかですね、そういった資料がな

いとお聞きをしております。これから、どういうふう

に直していくかということについても、やはり地元の

方々といろいろ話し合いをしながら進めていく必要が

あるんではないかなというふうに思っています。ただ、

そのできた経過とか、そこまで私承知しておりません

ので、よろしくお願したいと思います。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 塩原議員。	 

◎３番（塩	 原	 未知子	 議員）	 

	 多分ですね、観光地としていろんな方が写真を撮ら

れていると思うんです。ですので、資料館なり、あと

関係者のほうになくても、銀山温泉にお泊りいただい

たお客様で、上へ登った方とかが持っている可能性も

ありますので、ぜひ、諦めず原型に近い形でなんとか

いくように、銀山の皆さんと一緒に考えていただきた

いなと思っております。	 

	 次の質問なんですけれども、もう１つ、山神神社、

これは国の史跡指定になっていますということで、先

ほど平成19年、さまざまな修理のほうを行っていると、

屋根の部分、さまざまなところあるとお聞きしたんで

すけども、昨年私が見に行ったときには、非常に心打

たれるぐらいひどい状態に屋根が破損しておりまして、

横にあった大きな木が危険だということで、木のほう

の伐採もしていたと思うんですけども、大分見通しの

良い空間になったような感じで、本に載っている写真

とは全く様相が違うような形になっておりました。本

当に痛々しい状態で、この状態であと何年間かすると

本当に朽ちてしまうんではないかと思われるぐらい、

胸が締め付けられるような思いがしたことがありまし

た。ですので、ぜひ地元の方、銀山の方と一緒に一日

も早く安心して、お社に手を合わせられるようにして

いただきたいなと。観光で行った皆様の声を聞いても

そのようなことでしたので、ぜひお願いしたいと思い

ますが、何か地元の方とお話するような、今年計画と

かそういうふうなことはないんでしょうか。お聞かせ

いただけますか。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 社会教育課長。	 

◎社会教育課長（五十嵐	 与志一	 君）	 

	 お答えいたします。先ほど市長が答弁しましたよう

に、現状からしてかなり老朽化が進んでいるというこ

とで、平成22年修理計画を立てたところでございます。

それから一歩進めるということで、いろいろ関係機関

と協議を行ったところでございますけれども、宗教法

人法が改正になりまして、代表役員の名簿ですとか、

財産目録等々の書類がきちんと整備なってないと、国

の補助は受けられないというお話を受けたところでご

ざいます。その後、地元の当事者の方々とも話し合い

を行ってまいったところでありますけれども、登記上

は山神神社ということで登記はなっているんですけれ

ども、宗教法人としては正式には認めてもらえていな

いという旨を聞いております。今後とも当事者の方々

の意向、並びにそういったものも十分踏まえながら、

ご意見を尊重しながら話し合いを持たせていただきた

いなというふうに思っているところです。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 塩原議員。	 

◎３番（塩	 原	 未知子	 議員）	 

	 ぜひ、本当に最近お守りする宮司さんがいなくなっ

てしまって、いろんな意味、中にあった仏像なりがオ

ークションに流れたりとか、さまざま日本の各地でも、

いろいろ少子化、過疎化に合わせてあるということ、

テレビの特集でも見て、本当に、尾花沢もそうならな

いようにということを、私強く感じたところでした。

現地のほうの皆さんともそうなんですけれども、日本

全国そういうことが結構あるようでして、いろんな指

定されている史跡なり文化財が取り消しにあったとい

うような例もあるようでございますので、尾花沢の銀

山はそんなこと絶対ないように、なるべく早くに対策

を講じていただきたいなと思っております。子孫繁栄、

家内安全、子宝の神様として、私も自分の子どもたち

身ごもったときにお参りに行かせていただきまして、

本当に丈夫な子どもたち産ませていただきました。そ

んな形で大事な銀山温泉のお社、皆様をお守りしてい

るお社でもありますので、財産、尾花沢市の財産とし

て大切にお社のほうも守っていっていただきたいと思

っております。頑張っていただきたいと思います。	 

	 では、次の質問したいんですけども、祭囃子の継承

なんですが、今回から全市ということで、尾花沢地区

だけでなく、広く祭囃子に参加する子どもたち、あと

は大人の方もいらっしゃったんですけれども、そうい

う形でいろいろな地域にさまざまある尾花沢の宝、先

ほどいろいろな地区で伝承するような形をとるという



	 

ことで、映像のほうを残されたとお聞きしました。こ

の映像のほうは、どちらのほうに行くと見れるような

形になるのか教えていただきたいんですけれども、よ

ろしくお願いします。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 社会教育課長。	 

◎社会教育課長（五十嵐	 与志一	 君）	 

	 お答えいたします。市長の答弁でも申し上げました

ように、地域に伝わる伝統郷土芸能の伝承ということ

で、緊急雇用の制度を活用しまして、23年度に映像化

をしたところでございます。ＤＶＤにしまして悠美館

に21枚ほど保管をしております。各地区公民館には、

21枚のうちそれぞれの地区に関するＤＶＤをお渡しを

しております。あとは全部にＤＶＤを作ってお渡しす

ればよろしいんでしょうけれども、それを冊子にしま

して、活動記録誌という形で市内の各小中学校、地区

公民館、悠美館に置いているところでございます。大

きく分けまして、各地域の行事、技の伝承という形で

映像化したものでございます。これから、これを有効

に活用していきたいというふうに考えています。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 塩原議員。	 

◎３番（塩	 原	 未知子	 議員）	 

	 悠美館に行くと一挙に見られるということで理解し

てよろしいんですね。あとは各地区公民館に１枚ずつ

ということで。本当にそれをさらなる活用なさって、

いろんなところで文化の継承をしていただきたいと思

っております。最近はインターネットで簡単に動画を

アップできる仕掛けもございます。無料ですので、必

要なものは観光の集客になるような素材がありました

ら、ぜひその部分を切り取って編集をして、そういう

メディアに載せて、さらなる祭の準備段階でもいろん

な方が参加できるような仕掛けづくりをしていただけ

たらいいんではないかなと思っておるところです。	 

	 次の質問をさせていただきます。次の質問は、ＹＯ

ＳＡＫＯＩまつり、先ほど実行委員会のほうの経緯を

お聞きしましたし、今年開催されなかった理由もお聞

きしました。ですが、若者の、さらに子どもたちの元

気な踊りは、花笠まつり、８月27日、28日のステージ

がございますので、そちらでぜひ何かしらの形で見る

機会を作っていただきたいなと思っております。本当

にエネルギッシュで、小さな子どもたちが鳴子を持っ

て踊る姿、あとは白華連のＹＯＳＡＫＯＩ花笠もぜひ

花笠まつりの、本場花笠まつりの中でも見ていただき

たいと思っているところですので、そういうことは今

年ございますか。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 商工観光課長。	 

◎商工観光課長（加	 賀	 	 	 剛	 君）	 

	 ただ今の議員のほうからのお話のＹＯＳＡＫＯＩま

つりの、私のほうで解散に至るまでの経過について承

知しているわけではございませんので、どういった内

容でという形なのかは存じませんというか、詳しくは

分かりません。尾花沢の花笠まつりにつきましては、

８月27日、28日というメインの事業の中で行っており

ます。実際のＹＯＳＡＫＯＩの参加者の中もかなり、

８月28日の祭り行列のほうに参加をいただいているの

ではないかとは考えております。そのために、その日

程的な面ももちろんございますし、参加者の確保が果

たしてできるのかというものもございます。基本的に

は、尾花沢の花笠まつりについては伝統踊りの場所と

いう形で考えておりますので、ＹＯＳＡＫＯＩのその

雰囲気的なものが、果たしてどういうものなのかとい

うものも、関係機関も合わせて話をしなければならな

いのかなと考えております。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 塩原議員。	 

◎３番（塩	 原	 未知子	 議員）	 

	 新たな流れを作るきっかけにもなると思いますので、

ぜひいろいろご協議、担当の皆さんとご協議なさって、

ぜひ、ステージがなくなったから踊れないっていう状

況ではなく、もっともっと踊ってほしいということで、

祭りのほう盛り上げていっていただきたいななんて思

っているところです。	 

	 次に、四大まつりのほうの事務局体制のこと、先ほ

どご答弁いただいたところなんですけれども、平成25

年と平成５年の20年間の中で大分変ってきたというこ

と。金額もそうなんでしょうけれども、体制として事

務局の中が違うということが分かりました。であれば

こそよく言われるんですけれども、世代交代の時期、

20年経つと世代交代の時期だと思います。これから先、

20年先の尾花沢市のお祭り、さまざまいろんな祭りが

あるんですけれども、その中でも特に花笠まつりは絶

対になくしてはいけない、大きな祭りだと思いますの

で、それをどういうふうにこれからプロデュースして

いくかも、先ほどＹＯＳＡＫＯＩまつりという、13年

続いた祭りが、尾花沢花笠ＹＯＳＡＫＯＩまつりです

が、開催が今年ないということも含めまして、いろん

な意味、まちの元気をさらなるブラッシュアップして

いただきたいなと思います。今回の六魂祭で学んだこ



	 

とは、26万人、１日にすると13万人が山形市に繰り出

したという、関係者も予想以上だったということで、

びっくりしたという声を聞いております。素晴らしい

祭りだったと。皆さんが充実感たっぷりでお話くださ

っていますので、準備する側も新しいことだけではな

いと思います。伝統を守っていくことに対しても、ぜ

ひ、いろいろご協議をなさって、これから先どういう

形でやっていくかということも含め、考えていただき

たいと思います。特に27日と28日、尾花沢の場合は事

務局が１日ずつ変わっております。場所も違いますし、

組織も違います。予算の内容も違うと思うんですけれ

ども、これをもっともっと力強いものにしていってい

ただきたいと思いますので、担当の方々、さらなる高

みに、発祥地尾花沢の祭りを持っていっていただきた

いと思います。今年は徳良湖にスゲを植えたという、

新しいこともありまして、大分話題が豊富になってい

ると思います。スゲの栽培も多分これからどんどん生

育しますと、そこを眺めるだけでイメージが、花笠踊

りというイメージがどんどん徳良湖と一緒になってく

ると思いますので、以前土搗きの儀式を、土を徳良湖

から持ってきまして、会場で踊ったということありま

した。最近ないんですね。ちょっと寂しいなと思って

います。土搗きの土ですね、徳良湖から持ってきた、

商店街に持ってきたということが、発祥地の花笠をも

っともっとパワーアップするために、考えられた年が

ありました。しばらく続きましたけれども、いつの間

に無くなっております。そのあたりも含め、本当に尾

花沢、どういうふうな形になっていくか、そのような

ご協議ぜひなさっていただきたいと思いますけれども、

今年はどんな感じですか。その実行委員会のほうのス

ケジュール。これからだとは思いますけれども、分か

る範囲内でぜひ担当のほうからお願いしたいと思いま

す。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 商工観光課長。	 

◎商工観光課長（加	 賀	 	 	 剛	 君）	 

	 今議員のほうからスケジュールの関係ですけれども、

来週に入りまして、まずは徳良湖まつりの報告会を予

定しております。その後、すぐでありますけれども、

四大まつりの実行委員会を開催をさせていただく予定

であります。今議員のほうからもご提言いただきまし

たさまざまな内容等についても、その実行委員会の中

でお話をさせていただければと思っているところでご

ざいます。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 塩原議員。	 

◎３番（塩	 原	 未知子	 議員）	 

	 よろしくお願いいたします。本当に発祥地が尾花沢

という誇りを、私たちが１つずつ持って祭りのパレー

ドに参加したい、そういうふうに思っての、遠くから、

学校でさまざま都会に出た子どもたちも帰ってくるん

だというような、そんな祭りに仕上げていっていただ

ければいいなと私の願いであります。よろしくお願い

いたします。	 

	 では、庁舎建設に関してもう一度お願いしたいとこ

ろがありますので、よろしくお願いします。これから

第４回の会議があるということで、そちらのほうでさ

まざま議論なると思うんですけれども、パブリックコ

メント、先ほどあると言っていたんですけれども、そ

の受け皿としていつ頃にその市民の皆様に対して募集

するようなタイミングになるんでしょうか。そのあた

りよろしくお願いします。お知らせください。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 財政主幹。	 

◎財政主幹（加	 賀	 孝	 一	 君）	 

	 お答えします。パブリックコメントのほうですが、

今現在もホームページのほうでコメントできるような

形を取っていただいておりますので、随時受け付ける

というふうなことになってございます。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 塩原議員。	 

◎３番（塩	 原	 未知子	 議員）	 

	 では、もうどんどん市民の皆さんからいろんなご意

見をということですね、分かりました。皆さん本当に

いろんな意見があるようで、どこに届けたらいいんだ

なんてことよく聞かれますので、ホームページを見て、

あとは担当のほうにでも直接でも構わないんですよね。

ホームページ触れない方もいらっしゃるので。そのよ

うにお伝えしたいと思います。ぜひ本当に市民の皆さ

んが一緒になって考えられるような新庁舎であってほ

しいと思います。よろしくお願いいたします。あと、

そのパブリックコメントは、どんなものが来たかは公

開なさるんでしょうか。そのあたりお聞かせいただき

たいと思います。それとも委員会だけの資料としてコ

メントのほうはいくんでしょうか。どうなんですか。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 財政主幹。	 

◎財政主幹（加	 賀	 孝	 一	 君）	 

	 公開するしないについては、まだ検討していないと

ころでございまして、今現在パブリックコメントは１



	 

通も届いていない状況でございます。そういったこと

を考えますと、まずは委員会のほうに諮りながらどう

するかも協議をさせていただければなというふうに考

えております。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 塩原議員。	 

◎３番（塩	 原	 未知子	 議員）	 

	 分かりました。まだ１通もないというのはとても残

念なので、ぜひこの場を借りて皆さんいろんな意見、

職員の皆さんからでも結構だと思いますし、パブコメ

は別に匿名ではだめだと思うんですけれども、きちっ

とお名前書けば届く公式な文書と同じ扱いになると思

いますので、せひ皆さんどしどしとご意見出しましょ

うということをお伝えしたいと思います。	 

	 いろんなまちの中が変わってくるんだなというのが、

ここ最近の新庁舎もそうなんですけれども、消防署の

脇に警察署の建設が今月から始まりました。工事のト

ラックが来たりすると、ここに建つんだねということ

で、地元の私たちも期待をしているところなんですが、

全体として道路がまずいろんな形、新たに平成28年、

29年、30年とどんどん尾花沢のまちが変わっていくと

思うんですけれども、そのあたり、現在の中心部です

ね、本町地区の中、この庁舎の周りが一番大きく、が

らっと変わるのかもしれないですけれども、どのよう

な、そのまちづくりに関しての、新庁舎の検討委員会

ではなく、まちづくりに関しての検討委員会などとい

うのはどうなんでしょうか。どのようなスピードで予

定されているのか教えてください。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 建設課長。	 

◎建設課長（斎	 藤	 	 	 晃	 君）	 

	 それではお答え申し上げます。特に本町地区のまち

づくり関係でございます。現在、都市計画マスタープ

ラン、平成25年度から改訂作業を行っているところで

ございます。併せまして、用途地域の変更についても

並行して進めているという状況でございます。これま

で都市マスの検討委員会につきましては、内部の庁舎

の検討も含め、外部委員会、さらには昨年度１回都市

計画審議委員会のほうにも途中経過ということで、お

話をさせていただいたところでございます。現在、今

年度に入りまして、庁舎の検討委員会、関係課長で組

織しておりますけれども、そこで市街地の構想につい

てということで、今進めている段階でございます。今

のところ、見直しの案でございますけれども、例えば

今お尋ねありました市役所周辺関係、それから下新田

関係、さらには北町消防署付近の関係とか、そういう

ことで、いろんな場所について今見直し作業を行って

いるという状況でございます。都市マスの改訂につき

ましても、庁舎建設と同じような形で、途中経過につ

いては議会のほうに、中間報告という形でお示しをさ

せていただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。以上です。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 塩原議員。	 

◎３番（塩	 原	 未知子	 議員）	 

	 北町のあたりが一番変わるのかなと、庁舎の周りも

そうですけれども、消防署のところに移る警察署の建

物、これからどうなるのかとか、公民館がそのままに

なっておりますけれども、使えない状態でそのままで

すけれども、それはどうなるのかとか、結構近くに住

んでいる者にとっては、非常にここ１、２年、３年先

の庁舎建設までの間というのが、見通しが立たずに結

構質問等を受けることがあるんですけれども、そのあ

たりも含めて、大雑把でも結構ですので、ホームペー

ジなりにそういう情報、まちづくりのプランのほうの

情報というのは載っているでしょうか。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 企画課長。	 

◎企画課長（有	 路	 克	 敏	 君）	 

	 議員のほうからは、北町地区関係について質問いた

だいたところでありますけれども、今年の３月にも内

部で検討調整会議ということで行っているところであ

りまして、その中でも旧市民会館あるいは青年センタ

ーの跡地、あるいは市営住宅関係の一部空いていると

ころ、そしてこれから生じます警察署の跡地など、結

構大きな面積が生じてくる、発生してくるのかなとい

うことで捉えておりまして、特に古い建物等をどうす

るかということと、あと空いた土地をどうするかと、

大きく分けて２つになるのかなということで、その辺

については今年度、なるべく早い時期にそういう実態

をきちんと捉えた上で、どういうふうにするかという

ことを、方向性を出していきたいなというふうに考え

ているところです。さらには、それ以外の空き公共施

設ということで、特に学校関係なんかもありますので、

それについては、耐震なっていないところについて、

例えば解体をどういうふうに進めているか。今回重要

事業の中でも財源の対応というようなことも出ており

ますけれども、その辺の財源の関係も含めて計画的に

対応していくことが必要ではないかなというふうに捉

えているところです。	 



	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 塩原議員。	 

◎３番（塩	 原	 未知子	 議員）	 

	 本当に情報をぜひですね、細かいところまでは必要

ないとは思うんですけれども、分かる範囲で市民のほ

うにも伝えられる術を、市報だけでなく、ホームペー

ジのほうでも発信していただきたいと思います。いろ

んな形の尾花沢が変わっていく、良いほうに変わって

いってほしいと思いますので、いろいろなところの皆

さまとのご検討をいただいて、よりよい都市計画、あ

とは新しい庁舎、素敵な庁舎になるようにぜひ、ご検

討いただきたいと思います。これで私の質問は終わり

ます。ありがとうございます。	 

◎議長（鈴	 木	 敏	 正	 議員）	 

	 以上で、塩原未知子議員の質問を打ち切ります。	 

	 	 

	 


